
空き地の管理・活用のための官民一体のプラットフォーム（イメージ図）

空き地等の管理・活用に関するビジョン

ビジョンに基づき活動協議会で合意の上、策定

連携

市町村

・空き地等の実態把握

（情報収集、データベースの整備、外部への

情報提供等）

・庁内の体制、官民一体のプラットフォームの

整備

・ビジョンを達成するための取組み

①社会的害悪の生じている空き地等への対応

（是正措置、地元の管理会社への斡旋等）

②空き地の活用に取り組む主体への情報発信

市町村に関わる幅広い関係者

・民間ならではの情報・ノウハウの共有
・活用に取り組む主体に関する情報提供

官民一体のプラットフォーム
＜空き地等協議会（仮称）＞

情報・ノウハウ提供等の支援

空き地
所有者
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設計事務所 建築会社

地域NPO まちづくり
団体

司法・行政
書士等

等
教育機関

その他の
民間企業 地元自治会

情報・ノウハウ共有

活用のためのルール
（ガイドライン等）整備

○市町村において、空き地等の管理・活用の方針を明らかにしたビジョンを作成するとともに、ビジョンに基づく取組みを
進めるため、市町村に所在する幅広い関係者が対等な立場で参加できるプラットフォームが必要。
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情報提供等

空き地等の管理・活用に向けたコーディネート機能の担い手①（イメージ図）

エリアマネジメント
を行う事業体

所有者情報等を元に、エリアマ
ネジメントにより地域のニーズ
を生み出し、利活用に繋げる

（例）株式会社、一般社団・財団、
まちづくり団体、ＮＰＯ

空き地等の所有者

空き地の利用・管理主体

住環境改善や地域創生に資
する用途に活用

（例）コモンズ、駐車場、
コンテナハウス（カフェ、
商店等）、ポケットパーク、
防災空地等

所有者の
意向・情報

貸付け
等

※エリアマネジメントを行う事業体が活動主体として管理・活用を行うこともあり得る
※所有者情報等は所有者の同意を得て、活用

貸付け等

空き地等の管理・活用ビジョン

ビジョンに基づき活動協議会で合意の上、策定

市町村 市町村内の宅地建物取引業者等

官民一体のプラットフォーム
（空き地等協議会（仮称））

活用のためのルール（ガ
イドライン）に基づき活動

マッチ
ング

○エリアマネジメントを行う事業者が、地域の空き地等の活用を推進するため、市町村が策定する空き地等の管理・活
用ビジョンに従って、空き地等所有者から利用・管理主体への橋渡し役として、また、事業体自ら管理・活用する主体
として機能。

＜市町村に特定のエリアマネジメント事業体が存在する場合＞

情報・ノウハウ
提供等の支援

チェック
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空き地等の管理・活用に向けたコーディネート機能の担い手②（イメージ図）

○空き地が多い地域で、特定のエリアマネジメント事業体が存在しない場合には、官民一体のプラットフォームによる連
携を活かしつつ、市町村自らが空き地等の所有者と空き地の利用・管理主体との橋渡し等を行うセンターとして機能

情報提供
あっせん依頼

空き地等
の所有者

貸付け、管理委託等

空き地の利用・管
理主体

情報提供等

空き地等の管理・活用ビジョン

ビジョンに基づき活動協議会で合意の上、策定

市町村 市町村内の宅地建物取引業者等

官民一体のプラットフォーム
（空き地等協議会（仮称））

情報提供等 相談・情報提供等

マッチング
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情報提供等

空き地等の管理・活用に向けたコーディネート機能の担い手③（イメージ図）

○空き地が多い地域で、地域の事情に最も精通する地域コミュニティが、官民一体のプラットフォームと連携しつつ、
自らの合意形成（規約）に即して空き地等の所有者と空き地の利用・管理主体との橋渡しなどの中心として機能。

空き地の利用・管
理主体

暫定利用・集約化への同意
情報提供

空き地等
の所有者

貸付け、管理委託等

地域コミュニティ
空き地の管理・利用に関する方向等について合意形成
（ 規約を作成）
個別具体の空き地について暫定利用・集約化を推進
規約の実施状況をモニターし、適宜調整しつつ持続的に推進

ビジョン
との調整

空き地等の管理・活用ビジョン

ビジョンに基づき活動協議会で合意の上、策定

市町村 市町村内の宅地建物取引業者等

官民一体のプラットフォーム
（空き地等協議会（仮称））

活用のためのルール（ガ
イドライン）に基づき活動

情報・ノウハウ
提供等の支援

相談・情報提供

情報提供

マッチング
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空き地等の管理・活用への橋渡し役が地域ごとに異なる場合（イメージ図）

空き地

空き家

エリアマネジメント事業体A

＋空き地の利用・
管理主体a～c 

エリアマネジメント事業体B

（事業体自らが管理・活用
主体として活動する場合）

地域コミュニティC

＋空き地の利用・
管理主体d,e

市町村主導による
空き地の管理

■古くからの住宅地
・高齢化～空き家・空き地化
の進行

■郊外住宅地
・高齢化～空き家・空き地化の進行

■中心市街地
・商店街で空き店舗発生
・虫食い的な空き地発生

■中山間の農村
・里山の管理ができない
・ 高齢化～空き家・空き地化の進行

空き地等の管理・活用に関するビジョン

情報提供等

ビジョンに基づき活動協議会で合意の上、策定

市町村 市町村内の宅地建物取引業者等

官民一体のプラットフォーム
（空き地等協議会（仮称））

情報・ノウハウ提供等の支援
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空き地の暫定利用と集約化による活用促進について

個別の土地の所有者では直ちに利用に結び付けることが困難な空き地を、地域コミュニティにおいて住民が話し合い、空
き地等の管理・利用の方向等について規約を策定し、市町村長の認定を受け、その下で個別具体の空き地等の暫定利
用と集約化を推進し、時機を見て恒久的な利用へと展開。文字どおりの集約のみならず隣地取得にも活用。

＜まちなか広場＞

＜空き家の活用＞

空き地をまとめ、
スポーツ施設や
生活利便施設の
敷地として利用

恒

久

的
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用

へ
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提
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も
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能

【
賑
わ
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・
地
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の
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化

】

【
豊
か
な
住
環
境
の
形
成

】

＜将来＞

空き家をリノベして、
移住者の住居、民
泊用に活用

空き地をまとめて、ＮＰ
Ｏ等が広場を管理。コ
ンテナハウスの設置等
により、賑わいを創出

＜スポーツ施設等＞

除却

空
空

空
空

除却

空

公
有
地

暫定利用

短期の借地による空き
地の利用

（併せて集約化）

空

空き家の所在する土地と空き
地の権利を一括して移転す
ることにより空き地の集約化

集約化

空 ：空き地

空 ：空き家

除却 ：空き家除却
後の空き地

（場所は入替え後）


